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◯
秋
田
県
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政
組
織
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則
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部
を
改
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る
規
則
（
三
〇
・
総
務

課
）
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１

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
三
十
号

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
児
童
会
館
（
第
六
十
二
条
・
第
六
十
三
条
）
」
を
「
削
除
」

「
第
六
十
七
款
　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
事
務
所
（
第
百
九
十
六
条
―
第
百
九

に
、

第
六
十
八
款
　
削
除

十
八
条
）

「
第
七
十

を
「
第
六
十
七
款
及
び
第
六
十
八
款
　
削
除
」
に
、

」

第
七
十

款
〜
第
七
十
四
款
　
削
除

五
款
　
秋
田
中
央
道
路
建
設
事
務
所
（
第
二
百
二
十
二
条
―
第
二
百
二
十
四

を
「
第
七
十
款
〜
第
七
十
五
款
　
削
除
」
に
改
め
る
。

条
）
」

第
三
条
第
一
項
の
表
学
術
国
際
部
の
項
中
「
試
験
研
究
推
進
課
」
を
削

り
、
同
表
農
林
水
産
部
の
項
中
「
流
通
経
済
課
」
を
「
秋
田
の
食
販
売
推
進

「
農
業
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
室
　
　
「
全
国
植
樹
祭
推
進
室

課
」
に
、

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改

全
国
植
樹
祭
推
進
室
　
　
」

団
体
指
導
室
　
　
　
」

め
、
同
表
産
業
経
済
労
働
部
の
項
中
「
商
工
業
振
興
課
」
を
「
地
域
産
業

「
流
通
貿
易
課
　
　
　
「
商
業
貿
易
室

課
」
に
、
「
観
光
課
」
を
　
　
　
　
　
　
　
に
、

を
「
誘

観
光
課
　
　
」

誘
致
企
業
室
」

致
企
業
室
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
条
の
二
中
「
同
条
第
一
項
」
を
「
同
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

会
計
管
財
課
に
、
公
共
建
築
物
活
用
室
を
置
く
。

第
四
条
の
二
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
」
に
、
「
並
び
に
同

表
」
を
「
、
同
表
」
に
改
め
、
「
同
条
第
二
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
課
並

び
に
」
を
削
り
、
「
規
定
す
る
課
及
び
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
並
び
に
公
共

建
築
物
活
用
室
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
総
務
課
の
項
第
四
号
中
「
行
政
組
織
」
を
「
部
等
の
設

置
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第

二
十
五
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え

る
。

五
　
地
域
振
興
局
の
設
置
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
行
政
機
関
の
設
置
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
組
織
の
設
置
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
七
号
及
び
第
八
号
」
を
「
第
十
号
及
び
第
十
一

号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
総
合
政
策
課
の
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号

と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号

と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
地
域
振
興
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

第
六
条
人
事
課
の
項
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と

し
、
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
　
行
政
組
織
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

第
六
条
市
町
村
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三
　
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
大
会
総
務
課
の
項
を
削
る
。

第
六
条
の
二
学
術
国
際
政
策
課
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第

六
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

六
　
秋
田
県
立
大
学
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
の
二
科
学
技
術
課
の
項
第
一
号
中
「
振
興
」
の
下
に
「
及
び
試
験

研
究
機
関
の
試
験
研
究
」
を
加
え
、
同
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第

四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
研
究
開
発
」
を
「
試
験
研
究
等
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
　
試
験
研
究
機
関
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
の
二
科
学
技
術
課
の
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

五
　
知
的
財
産
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

六
　
健
康
環
境
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
産
業
技
術
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
の
二
試
験
研
究
推
進
課
の
項
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
環
境
あ
き
た
創
造
課
の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を

第
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
八
条
第
一
項
環
境
整
備
課
の
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
　
循
環
型
社
会
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

第
八
条
第
一
項
自
然
保
護
課
の
項
第
五
号
中
「
鳥
獣
保
護
」
を
「
鳥
獣
の

保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
」
に
改
め
、
同
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を

第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第

三
項
中
「
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
」
を
「
第
六
号
か
ら
第
十
号
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
第
十
二
号
」
を
「
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
農
林
政
策
課
の
項
中
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
を
削
り
、

第
二
十
二
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
四

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
六
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

二
十
二
　
農
業
倉
庫
業
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
農
林
政
策
課
の
項
中
第
十
五
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十

四
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

十
八
　
農
林
水
産
業
に
係
る
金
融
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
九
条
第
一
項
農
林
政
策
課
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十

一
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

十
四
　
農
業
の
担
い
手
の
育
成
の
た
め
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
農
林
政
策
課
の
項
第
九
号
中
「
農
業
生
産
組
織
」
を
「
次

号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
農
業
生
産
組
織
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号

と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
一
　
農
業
協
同
組
合
、
農
事
組
合
法
人
、
水
産
業
協
同
組
合
及
び
農

業
共
済
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
森
林
組
合
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
農
林
政
策
課
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
四
号
か

ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

四
　
漁
船
損
害
等
補
償
、
漁
船
乗
組
員
給
与
保
険
及
び
漁
業
災
害
補
償

に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
農
山
村
振
興
課
の
項
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

規
　
　
　
　
　
　
則



平成20年 3月31日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 7号

２

十
三
　
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
水
と
緑
推
進
課
の
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
　
林
業
等
に
関
す
る
技
術
の
普
及
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
水
と
緑
推
進
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
　
森
林
学
習
交
流
館
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
流
通
経
済
課
の
項
中
「
流
通
経
済
課
」
を
「
秋
田
の
食
販

売
推
進
課
」
に
改
め
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
水
田
総
合
利
用
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二
　
農
業
の
自
然
循
環
機
能
の
維
持
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
農
畜
産
振
興
課
の
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五
　
農
作
物
等
の
品
種
登
録
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
農
地
整
備
課
の
項
第
十
二
号
中
「
ほ
場
整
備
事
業
」
を

「
農
用
地
整
備
事
業
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
水
産
漁
港
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号

と
し
、
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五
号

ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
六
号
中
「
県
が
管
理
す
る
」
を
削

り
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
十
七
号
を
第
十
五
号
と
し
、

第
十
八
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
九
条
第
一
項
秋
田
ス
ギ
振
興
課
の
項
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
一
号

を
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
他
の
所
管
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
中

第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
九
号

と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号

を
加
え
る
。

七
　
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
入
会
林
野
等
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
秋
田
ス
ギ
振
興
課
の
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三

号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

二
　
森
林
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
森
林
整
備
課
の
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号

と
し
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
二
号
」
を
「
第
二

十
六
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

３

農
林
政
策
課
団
体
指
導
室
は
、
農
林
政
策
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
第
四

号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
、
第
十
八
号
及
び
第
二
十
二
号
に
掲
げ
る
事

務
を
分
掌
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
産
業
経
済
政
策
課
の
項
中
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削

り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

第
十
一
条
第
一
項
商
工
業
振
興
課
の
項
中
「
商
工
業
振
興
課
」
を
「
地
域

産
業
課
」
に
改
め
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
削
り
、
第
五
号
を
第
一
号

と
し
、
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
五
号
の

次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六
　
商
工
団
体
の
育
成
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
一
項
商
工
業
振
興
課
の
項
中
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を

削
り
、
第
十
三
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
五
号

ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
号
を
削
り
、
第
二
十
一
号
を
第
十
五
号
と
し
、
同

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

流
通
貿
易
課

一
　
卸
・
小
売
商
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
中
心
市
街
地
に
お
け
る
商
業
の
活
性
化
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
海
外
と
の
経
済
交
流
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
県
産
品
の
販
路
拡
大
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
。

第
十
一
条
第
一
項
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
の
項
第
十
五
号
中
「
（
他
の
所
管

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三

項
中
「
商
工
業
振
興
課
誘
致
企
業
室
」
を
「
地
域
産
業
課
誘
致
企
業
室
」

に
、
「
商
工
業
振
興
課
」
を
「
地
域
産
業
課
」
に
、
「
第
十
五
号
か
ら
第
十

九
号
」
を
「
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す

る
。第

十
二
条
第
一
項
建
設
管
理
課
の
項
第
十
八
号
中
「
第
二
百
四
十
五
条
第

三
項
の
表
第
十
六
号
」
を
「
第
二
百
四
十
五
条
第
三
項
の
表
第
十
四
号
」
に

改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
都
市
計
画
課
の
項
第
七
号
中
「
の
形
成
」
を
削
り
、
同

項
第
十
四
号
を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
道
路
課
の
項
第
十
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
他
の
所

管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
項
営
繕
課
の
項
第
二
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
他
の
所

管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
会
計
管
財
課
の
項
中
第
二
十
四
号
を
削
り
、
第
二
十
三
号
を
第

二
十
四
号
と
し
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
二
十
一
号
を
第
二

十
二
号
と
し
、
第
二
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
一
　
県
有
建
築
物
の
保
全
の
統
括
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
十
三
条
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
の
項
第
九
号
中
「
、
第
三
号
及
び
第
五

号
」
を
「
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

会
計
管
財
課
公
共
建
築
物
活
用
室
は
、
会
計
管
財
課
の
所
掌
事
務
の
う

ち
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

第
十
四
条
中
第
四
十
四
号
及
び
第
四
十
五
号
を
削
り
、
第
四
十
三
号
を
第

四
十
五
号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九
　
後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
　
健
康
福
祉
部
長
寿
社
会
課

第
十
四
条
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
　
秋
田
県
公
益
認
定
等
委
員
会
　
知
事
公
室
総
務
課

第
十
四
条
中
第
六
十
一
号
を
第
六
十
四
号
と
し
、
第
五
十
八
号
か
ら
第
六

十
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
十
七
号
を
第
五
十
九
号
と
し
、
同

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十
　
秋
田
県
景
観
保
全
審
議
会
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

第
十
四
条
中
第
五
十
六
号
を
第
五
十
八
号
と
し
、
第
四
十
九
号
か
ら
第
五

十
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
四
十
八
号
中
「
産
業
経
済
政

策
課
」
を
「
地
域
産
業
課
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
十
号
と
し
、
同
条

第
四
十
七
号
中
「
流
通
経
済
課
」
を
「
秋
田
の
食
販
売
推
進
課
」
に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
四
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
九
　
秋
田
県
森
林
審
議
会
　
農
林
水
産
部
秋
田
ス
ギ
振
興
課

第
十
四
条
第
四
十
六
号
中
「
流
通
経
済
課
」
を
「
農
林
政
策
課
団
体
指
導

室
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
七
　
秋
田
県
水
と
緑
の
森
づ
く
り
基
金
運
営
委
員
会
　
農
林
水
産
部

水
と
緑
推
進
課

第
十
五
条
中
「
児
童
会
館
」
、
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
事
務
所
」
及
び
「
秋
田

中
央
道
路
建
設
事
務
所
」
を
削
る
。

第
十
五
条
の
四
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
地
域
振
興
局
に
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る

部
を
置
き
、
当
該
部
に
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
課
、
室
及
び
事
務
所
を

置
き
、
当
該
課
に
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
事
務
所
を
置
く
。

鹿
角
地
域
振

興
局

総
務
企
画
部

福
祉
環
境
部

農
林
部

総
務
課

経
理
課

地
域
企
画
課

県
税
課

企
画
福
祉
課

健
康
・
予
防
課

環
境
指
導
課

農
林
企
画
課

普
及
指
導
課
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北
秋
田
地
域

振
興
局

建
設
部

総
務
企
画
部

県
税
部

大
館
福
祉
環
境

部鷹
巣
阿
仁
福
祉

環
境
部

農
林
部

建
設
部

森
づ
く
り
推
進

課農
村
整
備
課

企
画
道
路
課

用
地
課

河
川
砂
防
課

建
築
課

総
務
課

経
理
課

地
域
企
画
課

大
館
事
務
所

納
税
課

課
税
課

企
画
福
祉
課

健
康
・
予
防
課

環
境
指
導
課

試
験
検
査
課

企
画
福
祉
課

健
康
・
予
防
課

環
境
指
導
課

農
林
企
画
課

普
及
指
導
課

森
づ
く
り
推
進

課農
村
整
備
課

企
画
道
路
課

用
地
課

河
川
砂
防
課

早
口
ダ
ム
管
理

事
務
所

山
瀬
ダ
ム
管
理

事
務
所

萩
形
ダ
ム
管
理

事
務
所

森
吉
ダ
ム
管
理

山
本
地
域
振

興
局

秋
田
地
域
振

興
局

総
務
企
画
部

福
祉
環
境
部

農
林
部

建
設
部

総
務
企
画
部

県
税
部

福
祉
環
境
部

農
林
部

阿
仁
川
復
旧
課

建
築
課

総
務
課

経
理
課

地
域
企
画
課

県
税
課

企
画
福
祉
課

健
康
・
予
防
課

環
境
指
導
課

農
林
企
画
課

普
及
指
導
課

森
づ
く
り
推
進

課農
村
整
備
課

企
画
道
路
課

用
地
課

河
川
砂
防
課

建
築
課

総
務
経
理
課

地
域
企
画
課

出
納
室

納
税
課

課
税
課

企
画
福
祉
課

健
康
・
予
防
課

環
境
指
導
課

試
験
検
査
課

農
林
企
画
課

普
及
指
導
課

事
務
所

素
波
里
ダ
ム
管

理
事
務
所

水
沢
ダ
ム
管
理

事
務
所

由
利
地
域
振

興
局

仙
北
地
域
振

興
局

建
設
部

総
務
企
画
部

福
祉
環
境
部

農
林
部

建
設
部

総
務
企
画
部

県
税
部

森
づ
く
り
推
進

課農
村
整
備
課

八
郎
潟
基
幹
施

設
管
理
事
務
所

企
画
道
路
課

用
地
課

都
市
計
画
課

河
川
砂
防
課

建
築
課

総
務
課

経
理
課

地
域
企
画
課

県
税
課

企
画
福
祉
課

健
康
・
予
防
課

環
境
指
導
課

農
林
企
画
課

普
及
指
導
課

森
づ
く
り
推
進

課農
村
整
備
課

企
画
道
路
課

用
地
課

河
川
砂
防
課

建
築
課

総
務
課

経
理
課

地
域
企
画
課

納
税
課

課
税
課

旭
川
ダ
ム
管
理

事
務
所

岩
見
ダ
ム
管
理

事
務
所

大
内
ダ
ム
管
理

事
務
所
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第
十
五
条
の
四
第
二
項
中
「
及
び
課
」
を
「
、
課
及
び
事
務
所
」
に
、

「
当
該
下
欄
」
を
「
同
表
の
下
欄
」
に
改
め
、
同
項
の
表
鹿
角
地
域
振
興
局

福
祉
環
境
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
表
北
秋
田
地
域
振
興
局
大
館
福
祉
環
境
部
の
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
表
秋
田
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
表
由
利
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
表
平
鹿
地
域
振
興
局
福
祉
環
境
部
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
五
条
の
四
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
十
五
条
の
六
第
一
項
総
務
経
理
課
の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を

第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号

を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

総
務
課

一
　
県
印
、
知
事
印
そ
の
他
公
印
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
人
事
、
給
与
及
び
文
書
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も

雄
勝
地
域
振

興
局

総
務
企
画
部

福
祉
環
境
部

農
林
部

建
設
部

建
築
課

総
務
課

経
理
課

地
域
企
画
課

県
税
課

企
画
福
祉
課

健
康
・
予
防
課

環
境
指
導
課

農
林
企
画
課

普
及
指
導
課

森
づ
く
り
推
進

課農
村
整
備
課

企
画
道
路
課

用
地
課

河
川
砂
防
課

建
築
課

皆
瀬
・
板
戸
ダ

ム
管
理
事
務
所

平
鹿
地
域
振

興
局

福
祉
環
境
部

農
林
部

建
設
部

総
務
企
画
部

福
祉
環
境
部

農
林
部

建
設
部

企
画
福
祉
課

健
康
・
予
防
課

環
境
指
導
課

農
林
企
画
課

普
及
指
導
課

森
づ
く
り
推
進

課農
村
整
備
第
一

課農
村
整
備
第
二

課企
画
道
路
課

用
地
課

河
川
砂
防
課

建
築
課

総
務
課

経
理
課

地
域
企
画
課

県
税
課

企
画
福
祉
課

健
康
・
予
防
課

環
境
指
導
課

試
験
検
査
課

農
林
企
画
課

普
及
指
導
課

森
づ
く
り
推
進

課農
村
整
備
課

企
画
道
路
課

用
地
課

河
川
砂
防
課

鎧
畑
ダ
ム
管
理

事
務
所

協
和
ダ
ム
管
理

事
務
所

大
松
川
ダ
ム
管

理
事
務
所

北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画

部
大
館
事
務
所

大
館
市
片
山
町
三
丁
目
十
四
番
五

号

北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
河

川
砂
防
課
早
口
ダ
ム
管
理
事
務

所北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
河

川
砂
防
課
萩
形
ダ
ム
管
理
事
務

所

大
館
市
早
口
字
大
割
沢
一
番
地

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
南
沢
字
小

阿
仁
奥
山
国
有
林

北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
河

川
砂
防
課
森
吉
ダ
ム
管
理
事
務

所山
本
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川

砂
防
課
素
波
里
ダ
ム
管
理
事
務

所

北
秋
田
市
森
吉
字
砂
子
沢
下
岱
七

十
番
地

山
本
郡
藤
里
町
粕
毛
字
鹿
瀬
内
沢

国
有
林

秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
八
郎

潟
基
幹
施
設
管
理
事
務
所

秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川

砂
防
課
岩
見
ダ
ム
管
理
事
務
所

南
秋
田
郡
大
潟
村
字
西
野
百
九
十

番
地
の
一

秋
田
市
河
辺
三
内
字
財
の
神
国
有

林

仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
農
村

整
備
第
二
課

仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川

砂
防
課
鎧
畑
ダ
ム
管
理
事
務
所

大
仙
市
大
曲
日
の
出
町
一
丁
目
四

番
二
十
二
号

仙
北
市
田
沢
湖
田
沢
字
中
山
四
十

四
番
地
の
七

雄
勝
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川

砂
防
課
皆
瀬
・
板
戸
ダ
ム
管
理

事
務
所

湯
沢
市
皆
瀬
字
小
貝
渕
十
一
番
地

の
二
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の
を
除
く
。
）
。

三
　
地
方
機
関
の
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
庁
舎
及
び
公
舎
そ
の
他
の
公
有
財
産
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
他

の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
現
金
の
収
納
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
支
出
命
令
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
源
泉
徴
収
に
係
る
所
得
税
及
び
住
民
税
の
徴
収
並
び
に
納
入
に
関

す
る
こ
と
。

八
　
会
計
事
務
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
物
品
の
購
入
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
現
金
取
扱
員
及
び
物
品
取
扱
員
の
任
免
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
他
の
所
管
に
属
し
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

経
理
課

一
　
財
務
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
証
紙
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
建
設
業
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
道
路
課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

第
十
五
条
の
六
第
一
項
地
域
企
画
課
の
項
第
十
六
号
中
「
景
観
保
全
」
を

「
景
観
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
調
整
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
七
号
を

削
り
、
第
十
八
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三
　
電
気
工
事
士
及
び
電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る

こ
と
。

第
十
五
条
の
六
第
一
項
出
納
室
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三

号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

第
十
五
条
の
六
第
一
項
大
館
事
務
所
の
項
第
一
号
中
「
総
務
経
理
課
の

項
」
を
「
総
務
課
の
項
」
に
改
め
、
同
号
（四）
を
削
り
、
同
号
（三）
中
「
所
在
す

る
」
の
下
に
「
庁
舎
及
び
公
舎
そ
の
他
の
」
を
加
え
、
同
号
（三）
を
同
号
（四）
と

し
、
同
号
中
（二）
を
（三）
と
し
、
同
号
（一）
中
「
及
び
財
務
」
を
削
り
、
同
号
（一）
を

同
号
（二）
と
し
、
同
号
に
同
号
（一）
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（一）

県
印
、
知
事
印
そ
の
他
公
印
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
十
五
条
の
六
第
一
項
大
館
事
務
所
の
項
第
二
号
中
「
地
域
企
画
課
の
項

第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
」
を
削
り
、
「
同
項
第
二
号
」
を
「
地
域

企
画
課
の
項
第
二
号
」
に
、
「
、
第
九
号
及
び
第
二
十
三
号
」
を
「
及
び
第

九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

二
　
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
事
務
所
、
県
税
部
及
び
大

館
福
祉
環
境
部
に
係
る
経
理
課
の
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る

事
務

第
十
五
条
の
六
第
二
項
中
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
総
務
経
理

課
」
を
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
総
務
課
」
に
、
「
規
定
す
る
」

を
「
掲
げ
る
」
に
、
「
前
項
総
務
経
理
課
の
項
」
を
「
前
項
総
務
課
の
項
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
大
館
事
務
所
の

項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
大
館
事
務
所
の
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
経
理
課
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
大

館
事
務
所
の
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
以
外
の
第
一
項
経
理
課
の
項
に
規

定
す
る
事
務
と
す
る
。

第
十
五
条
の
六
第
五
項
中
「
、
第
九
号
及
び
第
十
七
号
」
を
「
及
び
第
九

号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

平
鹿
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
地
域
企
画
課
に
お
い
て
は
、
第
一
項
地

域
企
画
課
の
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
交
通
事
故
相
談
に
関
す
る
事

務
を
所
掌
す
る
。

第
十
五
条
の
八
第
一
項
企
画
福
祉
課
の
項
第
十
九
号
中
「
総
務
経
理
課
」

の
下
に
「
、
総
務
課
又
は
経
理
課
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
九
第
一
項
農
林
企
画
課
の
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を

第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同

項
第
二
十
六
号
中
「
総
務
経
理
課
」
の
下
に
「
、
総
務
課
又
は
経
理
課
」
を

加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
十
五
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
六

号
と
し
、
第
二
十
八
号
を
第
二
十
七
号
と
す
る
。

第
十
五
条
の
九
第
一
項
森
づ
く
り
推
進
課
の
項
第
二
号
中
「
鳥
獣
保
護
及

び
狩
猟
」
を
「
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十

四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四
　
入
会
林
野
等
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
の
九
第
一
項
農
村
整
備
課
の
項
中
「
農
村
整
備
課
」
の
下
に

「
及
び
農
村
整
備
第
一
課
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五

号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加

え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

農
村
整
備
第
二
課

国
営
土
地
改
良
事
業
に
関
連
す
る
県
営
土
地
改
良
事
業
に
関
す
る
こ

と
。

第
十
五
条
の
九
第
一
項
仙
北
平
野
農
村
整
備
事
務
所
の
項
を
削
る
。

第
十
五
条
の
十
第
一
項
企
画
道
路
課
の
項
第
二
号
中
「
（
国
直
轄
指
定
区

間
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
八
号
中
「
総
務
経
理
課
」
の
下
に
「
又

は
経
理
課
」
を
加
え
、
同
項
第
十
号
中
「
総
務
経
理
課
」
の
下
に
「
、
総
務

課
又
は
経
理
課
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
十
第
一
項
用
地
課
の
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
三
号

か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。三

　
景
観
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
十
五
条
の
十
第
一
項
河
川
砂
防
課
の
項
第
一
号
中
「
（
国
直
轄
管
理
区

間
及
び
準
用
河
川
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
他
の
所

管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
　
ダ
ム
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
の
十
第
一
項
ダ
ム
管
理
事
務
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

阿
仁
川
復
旧
課

阿
仁
川
に
お
け
る
災
害
復
旧
助
成
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
の
十
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
同

条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課
の
ダ
ム
管
理
事
務
所
は
、
河
川
砂
防

課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

３

鹿
角
地
域
振
興
局
建
設
部
河
川
砂
防
課
に
お
い
て
は
、
第
一
項
河
川
砂

防
課
の
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
は
、
所
掌
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
表
農
業
試
験
場
の
項
中
「
技
術
普
及
部
」
を
削

「
大
家
畜
研
究
部
　
　
　
「
酪
農
・
飼
料
部

り
、
同
表
畜
産
試
験
場
の
項
中
　
中
小
家
畜
研
究
部
　
を
　
肉
牛
・
先
端
技

生
産
事
業
部
　
　
」

中
小
家
畜
部
　

術
部
　
に
改
め
る
。

」
第
三
十
条
の
三
農
業
試
験
場
企
画
情
報
部
の
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と

し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え

る
。

一
　
農
業
に
関
す
る
知
識
及
び
技
術
の
普
及
指
導
並
び
に
研
修
に
関
す

る
こ
と
。

第
三
十
条
の
三
農
業
試
験
場
技
術
普
及
部
の
項
を
削
り
、
同
条
畜
産
試
験

場
大
家
畜
研
究
部
の
項
中
「
大
家
畜
研
究
部
」
を
「
酪
農
・
飼
料
部
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
及
び
肉
牛
」
を
削
り
、
同
項
中
第
三
号

を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

肉
牛
・
先
端
技
術
部

一
　
肉
牛
の
育
種
に
関
す
る
調
査
及
び
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
肉
牛
の
飼
養
に
関
す
る
調
査
及
び
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
家
畜
の
受
精
卵
移
植
の
技
術
に
関
す
る
調
査
及
び
試
験
研
究
に
関

す
る
こ
と
。

第
三
十
条
の
三
畜
産
試
験
場
中
小
家
畜
研
究
部
の
項
中
「
中
小
家
畜
研
究

部
」
を
「
中
小
家
畜
部
」
と
し
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
　
種
豚
及
び
種
鶏
に
関
す
る
調
査
及
び
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
種
豚
及
び
種
鶏
の
生
産
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
条
の
三
畜
産
試
験
場
生
産
事
業
部
の
項
を
削
る
。

第
五
十
八
条
の
表
中
「
大
仙
市
協
和
上
淀
川
字
五
百
刈
田
三
百
五
十
二
番
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地
」
を
「
秋
田
市
中
通
二
丁
目
一
番
五
十
一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
款

削
除

第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
三
条

削
除

第
八
十
八
条
第
三
項
の
表
中
「
放
射
線
科
」
を
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

科
　
放
射
線
科
」
に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
の
表
中
「
秋
田
市
千
秋
久
保
田
町
六
番
十
号
」
を
「
横
手
市

前
郷
二
番
町
十
番
二
号
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
三
条
第
三
号
を
削
る
。

第
六
十
七
款
及
び
第
六
十
八
款
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
七
款
及
び
第
六
十
八
款

削
除

第
百
九
十
六
条
か
ら
第
二
百
二
条
ま
で

削
除

第
七
十
款
か
ら
第
七
十
五
款
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
款
か
ら
第
七
十
五
款
ま
で

削
除

第
二
百
六
条
か
ら
第
二
百
二
十
四
条
ま
で

削
除

第
二
百
四
十
五
条
第
一
項
中
「
置
く
」
の
下
に
「
こ
と
が
で
き
る
」
を
加

え
る
。

第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
の
表
第
三
号
局
長
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大

会
局
の
項
を
削
り
、
同
表
第
十
号
中
「
及
び
児
童
会
館
」
を
削
り
、
同
表
中

第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
を
削
り
、
第
三
十
四
号
を
第
三
十
六
号

と
し
、
第
三
十
三
号
を
第
三
十
五
号
と
し
、
第
三
十
二
号
を
第
三
十
四
号
と

し
、
同
表
第
三
十
一
号
中
「
会
計
管
財
課
」
を
「
会
計
管
財
課
公
共
建
築
物

活
用
室
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
三
十
三
号
と
し
、
同
表
第
三
十
号
を
削

り
、
同
表
中
第
二
十
九
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十

八
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
第
二
十
号
中
「
地
域
振
興
局
」
を

「
地
域
振
興
局
の
部
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二
十
三
号
と
し
、
同
表
中

第
十
九
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十
七

号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
五
条
第
二
項
の
表
中
第
三
十
八
号
を
第
三
十
七
号
と
し
、
第

三
十
九
号
及
び
第
四
十
号
を
削
り
、
同
表
の
備
考
第
一
号
中
「
第
三
条
第
一

項
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
三
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」

を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
「
、
同
条
第
二
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
課
」
を

削
り
、
同
表
の
備
考
第
四
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
」
に
改

め
、
「
掲
げ
る
室
」
の
下
に
「
、
公
共
建
築
物
活
用
室
」
を
加
え
、
同
表
の

備
考
第
五
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
「
、
同
条

第
二
項
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
課
」
を
削
り
、
「
規
定
す
る
課
及
び
セ
ン

タ
ー
」
の
下
に
「
、
公
共
建
築
物
活
用
室
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
前

項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
「
、
同
項
に
規
定
す
る
職
を
補
佐
す
る
職
又

は
特
定
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
職
と
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
」
を
削
り
、

「
置
く
」
の
下
に
「
こ
と
が
で
き
る
」
を
加
え
、
同
項
の
表
第
九
号
を
削

り
、
同
表
第
八
号
中
「
受
け
て
、
」
の
下
に
「
危
機
管
理
及
び
」
を
加
え
、

「
調
査
」
を
「
企
画
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
九
号
と
し
、
同
表
中
第
七

号
を
第
八
号
と
し
、
同
表
第
六
号
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
に
係

る
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
七
号
と
し
、
同
表
中
第
五
号
を
第
六
号
と

し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八

十
九

総
合
食
品
研

究
所
長

水
産
振
興
セ

ン
タ
ー
所
長

農
林
水
産
技
術

セ
ン
タ
ー
の
総

合
食
品
研
究
所

農
林
水
産
技
術

セ
ン
タ
ー
の
水

産
振
興
セ
ン
タ

ー

上
司
の
命
を
受
け
て
、

総
合
食
品
研
究
所
の
事

務
を
掌
理
し
、
所
属
の

職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。

上
司
の
命
を
受
け
て
、

水
産
振
興
セ
ン
タ
ー
の

事
務
を
掌
理
し
、
所
属

の
職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。

二
十

森
林
技
術
セ

ン
タ
ー
所
長

農
林
水
産
技
術

セ
ン
タ
ー
の
森

林
技
術
セ
ン
タ

ー

上
司
の
命
を
受
け
て
、

森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
の

事
務
を
掌
理
し
、
所
属

の
職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。

知
事
公
室

部

知
事
公
室
長
を
補
佐

し
、
知
事
公
室
長
に
事

故
が
あ
る
と
き
又
は
知

事
公
室
長
が
欠
け
た
と

き
は
、
そ
の
職
務
を
代

理
す
る
。

部
長
を
補
佐
し
、
部
長

に
事
故
が
あ
る
と
き
又

は
部
長
が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

出
納
局
長
を
補
佐
し
、

四

次
長

出
納
局

地
域
振
興
局
の

部自
治
研
修
所

農
林
水
産
技
術

セ
ン
タ
ー
の
総

合
食
品
研
究
所

農
林
水
産
技
術

セ
ン
タ
ー
の
畜

産
試
験
場

産
業
技
術
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー

の
工
業
技
術
セ

ン
タ
ー

産
業
技
術
総
合

出
納
局
長
に
事
故
が
あ

る
と
き
又
は
出
納
局
長

が
欠
け
た
と
き
は
、
そ

の
職
務
を
代
理
す
る
。

部
長
を
補
佐
し
、
部
長

に
事
故
が
あ
る
と
き
又

は
部
長
が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

所
長
を
補
佐
し
、
所
長

に
事
故
が
あ
る
と
き
又

は
所
長
が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

総
合
食
品
研
究
所
長
を

補
佐
し
、
総
合
食
品
研

究
所
長
に
事
故
が
あ
る

と
き
又
は
総
合
食
品
研

究
所
長
が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

場
長
を
補
佐
し
、
場
長

に
事
故
が
あ
る
と
き
又

は
場
長
が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
所

長
を
補
佐
し
、
工
業
技

術
セ
ン
タ
ー
所
長
に
事

故
が
あ
る
と
き
又
は
工

業
技
術
セ
ン
タ
ー
所
長

が
欠
け
た
と
き
は
、
そ

の
職
務
を
代
理
す
る
。

高
度
技
術
研
究
所
長
を

補
佐
し
、
高
度
技
術
研
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第
二
百
四
十
五
条
第
三
項
の
表
中
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
五
条
第
三
項
の
表
第
十
号
中
「
試
験
研
究
推
進
課
」
を
「
科

学
技
術
課
」
に
改
め
、
同
表
第
十
三
号
を
削
り
、
同
表
第
十
四
号
中
「
商
工

業
振
興
課
誘
致
企
業
室
」
を
「
地
域
産
業
課
誘
致
企
業
室
」
に
改
め
、
同
号

を
同
表
第
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
五
条
第
三
項
の
表
第
十
九
号
中
「
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
局
大
会
総
務
課
」
及
び
「
（
第
三
条
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
局

を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
表
第
三
十
号
中
「
税
務
課
」
を
「
地
域
振
興
局

の
部
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
一
号
中
「
産
業
技
術
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の

高
度
技
術
研
究
所
、
」
を
削
り
、
同
表
第
五
十
五
号
中
「
児
童
会
館
」
を
削

り
、
同
号
を
同
表
第
五
十
九
号
と
し
、
同
表
中
第
五
十
四
号
を
第
五
十
八
号

と
し
、
第
五
十
一
号
か
ら
第
五
十
三
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表

第
五
十
号
中
「
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
太
平
療
育
園
、
脳
血
管
研
究

セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
五
十
四
号
と
し
、
同
表
第
四
十
九
号

中
「
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
「
太
平
療
育
園
、
脳
血
管
研
究
セ
ン
タ

ー
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
五
十
三
号
と
し
、
同
表
中
第
四
十
八
号
を
第

五
十
二
号
と
し
、
第
四
十
四
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
四
十
三
号
を
第
四
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え

る
。第

二
百
四
十
五
条
第
三
項
の
表
中
第
四
十
二
号
を
第
四
十
三
号
と
し
、
第

三
十
四
号
か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
十
三
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
五
条
第
三
項
の
表
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
五
条
第
五
項
中
「
第
三
十
七
号
」
を
「
第
三
十
六
号
」
に
改

め
、
「
第
三
項
の
表
」
の
下
に
「
第
一
号
か
ら
第
五
十
九
号
ま
で
」
を
加

え
、
「
第
二
項
の
表
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
」
を
「
第
二
項
の
表

第
三
十
七
号
並
び
に
第
三
項
の
表
第
六
十
号
及
び
第
六
十
一
号
」
に
改
め

る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
秋
田
県
行
政
文
書
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

２

秋
田
県
行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
及
び
県
税
課
並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
」

を
「
、
県
税
課
及
び
」
に
改
め
る
。

（
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

３

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
総
務
課
長

様
式
第
六
十
九
号
中
「
出
納
室
長
」
を
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

出
納
室
長
」

（
秋
田
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

４

秋
田
県
庁
舎
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
五
号
中
「
（
出
張
所
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

（
秋
田
県
公
舎
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

５

秋
田
県
公
舎
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
会
計
管
財
課
長
」
を
「
会
計
管
財
課
公
共
建
築
物

活
用
室
長
」
に
改
め
る
。

別
表
建
設
交
通
部
長
の
項
中
「
（
当
該
事
務
所
の
出
張
所
を
含

む
。
）
」
を
削
る
。

研
究
セ
ン
タ
ー

の
高
度
技
術
研

究
所

保
健
所

脳
血
管
研
究
セ

ン
タ
ー
の
事
務

部
並
び
に
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
・
精
神
医
療

セ
ン
タ
ー
の
事

務
部
及
び
医
療

部家
畜
保
健
衛
生

所

究
所
長
に
事
故
が
あ
る

と
き
又
は
高
度
技
術
研

究
所
長
が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

所
長
を
補
佐
し
、
所
長

に
事
故
が
あ
る
と
き
又

は
所
長
が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

部
長
を
補
佐
し
、
部
長

に
事
故
が
あ
る
と
き
又

は
部
長
が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

所
長
を
補
佐
し
、
所
長

に
事
故
が
あ
る
と
き
又

は
所
長
が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

二

防
災
技
監

知
事
公
室

上
司
の
命
を
受
け
て
、

知
事
が
指
示
す
る
防
災

に
関
す
る
調
査
、
調
整

等
を
つ
か
さ
ど
る
。

十
四

技
術
管
理
監

建
設
管
理
課
技

術
管
理
室

検
査
課

上
司
の
命
を
受
け
て
、

公
共
工
事
に
関
す
る
技

術
的
な
調
整
、
指
導
等

に
関
す
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

十
四

技
術
管
理
監

建
設
管
理
課
技

術
管
理
室

検
査
課

上
司
の
命
を
受
け
て
、

公
共
工
事
に
関
す
る
技

術
的
な
調
整
、
指
導
等

に
関
す
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

三
十
四

副
園
長

太
平
療
育
園

園
長
を
補
佐
し
、
園
長

に
事
故
が
あ
る
と
き
又

は
園
長
が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

四
十
五

四
十
六

四
十
七

主
任

主
事

技
師

課
所
等

課
所
等

上
司
の
命
を
受
け
て
、

事
務
又
は
技
術
を
つ
か

さ
ど
る
。

上
司
の
命
を
受
け
て
、

事
務
又
は
技
術
を
つ
か

さ
ど
る
。

六
十

六
十
一

技
能
主
任

技
能
技
師

課
所
等

上
司
の
命
を
受
け
て
、

相
当
の
経
験
を
必
要
と

す
る
技
術
業
務
に
従
事

す
る
。

総
務
課
長
　

出
納
室
長

出
納
室
長
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